
公

害

健

康

被

害

の

補

償

等

に

関

す

る

法

律

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

案

に

対

す

る

附

帯

決

議 

平

成

三

十

年

三

月

二

十

九

日 
 

参

議

院

環

境

委

員

会 
 

 

 

政

府

は

、

本

法

の

施

行

に

当

た

り

、

次

の

事

項

に

つ

い

て

適

切

な

措

置

を

講

ず

べ

き

で

あ

る

。 

 

一

、

被

認

定

者

の

年

齢

構

成

は

、

三

十

代

、

四

十

代

の

者

が

全

体

の

半

数

近

く

を

占

め

る

こ

と

か

ら

、

制

度

の

維

持

及

び

財

源

の

安

定

的

な

確

保

に

努

め

る

こ

と

。

ま

た

、

制

度

の

適

切

な

在

り

方

に

つ

い

て

、

被

認

定

者

等

の

要

望

等

を

踏

ま

え

、

適

宜

見

直

し

を

行

う

こ

と

。 
 

二

、
自

動

車

Ｎ

Ｏ
ｘ

・

Ｐ

Ｍ

法

に

よ

る

取

組

を

始

め

、
各

種

次

世

代

自

動

車

の

開

発

・

普

及

の

促

進

、
エ

コ

ド

ラ

イ

ブ

の

推

進

、

公

共

交

通

機

関

の

利

便

性

の

一

層

の

向

上

、

交

通

流

対

策

の

促

進

等

、

自

動

車

排

出

ガ

ス

総

量

削

減

に

資

す

る

対

策

に

つ

い

て

、

政

府

が

一

体

と

な

っ

て

取

り

組

む

こ

と

。 

 

三

、

Ｐ

Ｍ

二

・

五

及

び

光

化

学

オ

キ

シ

ダ

ン

ト

等

に

よ

る

大

気

汚

染

に

つ

い

て

は

、

国

内

に

お

け

る

排

出

源

対

策

を

着

実

に

推

進

す

る

と

と

も

に

、

必

要

に

応

じ

て

追

加

的

な

排

出

抑

制

策

を

検

討

す

る

こ

と

。

ま

た

、

科

学

的

知

見

の

充

実

に

一

層

努

め

る

と

と

も

に

、
ア

ジ

ア

各

国

と

の

越

境

汚

染

対

策

に

関

す

る

協

力

を

推

進

す

る

こ

と

。 

     

右

決

議

す

る

。 


